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表紙*電子提供措置用*

証券コード6844

第102回
定時株主総会
招集ご通知

今後の状況により、株主総会の運営・会場に
大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサ
イト（https://www.shindengen.co.jp/ir/
）にてお知らせいたしますので、ご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。
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開催日時

　
2026年６月26日（金曜日）
午前10時（午前９時受付開始）
　

開催場所
　 当社朝霞事業所

埼玉県朝霞市幸町３丁目14番１号
■開催場所が前年と異なりますので、お間
違いのないようお願い申しあげます。

決議事項
　 第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
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株主各位

株 主 各 位 証券コード　6844
（発送日）2026年６月９日

（電子提供措置の開始日）2026年６月２日

東京都千代田区大手町二丁目２番１号

代表取締役社長 田中　信吉

第102回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第102回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につ
いて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、
以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。また、以下
に記載のとおり、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。

【当社ウェブサイト】

https://www.shindengen.co.jp/ir/stock/soukai/
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「新電元工業」又は「コー
ド」に当社証券コード「6844」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使する

ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月25日（木曜

日）午後５時30分までに到着するよう議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

■１ 日　　時 2026年６月26日（金曜日）
午前10時（午前９時受付開始）

■２ 場　　所 埼玉県朝霞市幸町３丁目14番１号
当社朝霞事業所
■開催場所が前年と異なりますので、お間違いのないようお願い申しあげ
ます。

■３ 目的事項 報告事項　１．第103期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事
業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第103期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計
算書類報告の件

決議事項　第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役７名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件

■４ 招集にあたっての
決定事項

（１）電子提供措置事項のうち、以下の事項につきましては、法令および
当社の定款第22条の規定に基づき、書面交付請求いただいた株主様
に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監
査しております。
①　連結計算書類の「連結注記表」 ②　計算書類の「個別注記表」

（２）インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場
合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として
お取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決
権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使と
してお取り扱いいたします。

（３）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい
て、議案の賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。
　 な お 、 電 子 提 供 措 置 事 項 に 修 正 が 生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.shindengen.co.jp/ir/）および東証ウェブサイトにおいてその旨、修正前および修正後の事項を掲載
させていただきます。

記

以　上

－ 2 －
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議決権行使等についてのご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

インターネット等で議決権
を行使する方法

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付へご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2026年６月26日（金曜日）
午前10時（午前９時受付開始）

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分まで

2026年６月25日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

－ 3 －
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議決権行使等についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス
ワード」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってくだ
さい。

1

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※操作画面はイメージです。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 4 －
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、業

界における競争力を維持・強化するための内部留保、株主資本利益率の水準、業績等を総
合的に勘案して成果の配分を行っていくことを基本方針としております。当期の期末配当
につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
①　配当財産の種類

金銭
②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　　　金100円
総額1,018,097,900円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月29日

－ 5 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 氏　名 現在の当社における

地位および担当
性別 属　性

１ た

田
な か

中 
 

　
の ぶ

信
よ し

吉 代表取締役社長 男性
　

再 任
　

２ う け

受
が わ

川 
 

　　
おさむ

修
取締役　兼　専務執行役員
財務・リスクマネジメント統括
兼　経理・内部監査担当

男性
　

再 任
　

３ さ

佐
さ

々
き

木 
ま さ

正
ひ ろ

博
取締役　兼　常務執行役員
技術・ものづくり統括
兼　情報システム・DX推進・人事・総務担当

男性
　

再 任
　

４ は

羽
と り

鳥 　　
さとし

敏
取締役　兼　上席執行役員
営業統括　兼　経営企画室長
兼　環境管理担当

男性
　 再 任

　

５ に し

西
や ま

山 
 

　
よ し

佳
ひ ろ

宏 取締役 男性
　

再 任 社 外 独 立
　

６ き た

北
だ い

代 
や

八
え

重
こ

子 取締役 女性
　

再 任 社 外 独 立
　

7 お さ

長
だ

田 　
ひ で

英
と

人 － 男性
　

新 任 社 外 独 立
　

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者

独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

第２号議案　取締役７名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コー

ポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため社外取締役を１名増員し、社外取締役３名を
含む取締役７名を選任願いたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

－ 6 －
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取締役選任議案

候補者番号

１
　

所有する当社株式数 11,729株

た

田
 

 
な か

中
 

　
の ぶ

信
 

 
よ し

吉
　

再 任

(1961年７月20日生)

　

略歴、地位、担当
    1985年    4月 当社入社
    1992年    9月 シンデンゲン・シンガポール・ピー

ティーイー・リミテッド営業部長
    2006年    10月 経営企画室　企画部長
    2010年    4月 電子デバイス事業本部電子デバイス

事業管理室管理部長
    2010年    7月 電子デバイス事業本部電子デバイス

事業管理室長
    2011年    6月 執行役員電子デバイス事業本部長
    2015年    6月 執行役員

電子デバイス事業本部長兼営業本部長
    2016年    4月 上席執行役員

電子デバイス事業本部長兼営業本部長
    2017年    4月 上席執行役員

営業本部長兼EVP室担当

　

    2017年    6月 取締役兼上席執行役員
営業本部長兼EVP室担当

    2018年    4月 取締役兼常務執行役員
営業本部長兼EVP室担当

    2020年    4月 取締役兼常務執行役員
販売部門統括兼CSR室長

    2022年    4月 取締役兼常務執行役員
販売統括兼エネルギーシステム事業
担当

    2023年    4月 代表取締役社長
販売統括

    2025年    4月 代表取締役社長
営業統括

2025年  6月 代表取締役社長（現）　

重要な兼職

該当なし
選任理由

田中信吉氏は、国内外の営業部門に従事し、また、経営企画室、電子デバイス事業本部を牽引するなど、幅広
い実務経験と深い知見を有しております。また、2017年６月より取締役を務め、経営の監督を適切に行って
おります。こうしたことから、持続的な企業価値向上を実現するリーダーとして適任であると判断し、引き続
き取締役候補者といたしました。

特別の利害関係

田中信吉氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者番号

２
　

所有する当社株式数 4,388株

う け

受
 

 
が わ

川
 

　　
 

 
お さ む

修
　

再 任

(1961年11月11日生)

　

略歴、地位、担当
    1984年    4月 ㈱第一勧業銀行入行
    2001年    9月 同行シンガポール支店副支店長
    2002年    12月 ㈱みずほコーポレート銀行国際業務管理部

次長
    2005年  1月 同行台北支店副支店長
    2008年    4月 同行国際管理部副部長
    2009年    4月 同行アジア業務管理部長
    2011年    6月 ㈱みずほフィナンシャルグループ　

監査業務部長
    2013年    11月 みずほ総合研究所㈱上席執行役員兼教育

事業部長
    2016年    4月 当社入社

執行役員
経理・財務・内部監査担当

　

    2020年    4月 上席執行役員
経理・財務・内部監査・情報システ
ム担当

    2022年    4月 上席執行役員
経理・財務・内部監査担当

    2023年    4月 常務執行役員
経理・財務・内部監査担当

    2023年    6月 取締役兼常務執行役員
財務・リスクマネジメント統括
兼経理・内部監査担当

    2025年    4月 取締役兼専務執行役員（現）
財務・リスクマネジメント統括
兼経理・内部監査担当（現）　

重要な兼職

該当なし
選任理由

受川修氏は、金融機関における国際経験や専門的な知識を有しております。また2016年４月から当社の執行
役員として、経理・財務・内部監査等の管理部門の責任者として指揮を執り、主導してまいりました。こうし
たことから、当社の企業価値向上に必要な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

特別の利害関係

受川修氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者番号

３
　

所有する当社株式数 6,037株

さ

佐
さ

々
き

木 
ま さ

正
 

 
ひ ろ

博
　

再 任

(1964年２月20日生)

　

略歴、地位、担当
    1987年    4月 当社入社
    2006年    4月 パワーシステム事業本部製品開発部

長
    2008年    4月 パワーシステム事業本部第1設計部長
    2009年    2月 パワーシステム事業本部設計部長
    2009年    10月 パワーシステム事業本部第1設計部長
    2010年    10月 パワーシステム事業本部パワーシス

テム事業部長
    2012年    4月 パワーシステム事業本部副本部長兼

パワーシステム事業本部パワーシス
テム事業部長

    2012年    6月 執行役員
パワーシステム事業本部長兼パワー
システム事業本部パワーシステム事
業管理室長

    2013年    6月 執行役員
新エネルギー事業本部長

2015年    6月 執行役員
技術開発センター長兼新エネルギー
技術開発・知的財産担当

　

2017年    4月 執行役員
技術開発センター長兼品質・知的財
産担当

    2020年    4月 上席執行役員
経営企画室長兼人事担当

2023年    4月 常務執行役員
経営企画室長兼人事担当

2023年    6月 取締役兼常務執行役員
生産・SCM統括
兼経営企画室長兼人事担当

2025年    4月 取締役兼常務執行役員
経営企画・ものづくり・情報・環境
統括兼人事・総務担当

2025年  6月 取締役兼常務執行役員
技術・ものづくり統括兼人事・総務
担当

2026年  4月 取締役兼常務執行役員（現）
技術・ものづくり統括兼情報システ
ム・DX推進・人事・総務担当（現）

　

重要な兼職
該当なし

選任理由
佐々木正博氏は、主に設計開発部門に携わり工学博士として豊富な経験と実績を有しております。また2012
年６月から当社の執行役員として、新エネルギー事業本部長、技術開発センター長、経営企画室長等を歴任
し、高度な執行経験を有しております。こうしたことから、当社の企業価値向上に必要な人材であると判断
し、引き続き取締役候補者といたしました。

特別の利害関係
佐々木正博氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 9 －
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取締役選任議案

候補者番号

４
　

所有する当社株式数 2,121株

は

羽 
と り

鳥　　 
さ と し

敏
　

再 任

(1966年２月24日生)

　

略歴、地位、担当
    1988年    4月 当社入社
    2010年    4月 電装事業本部電装事業部品質保証部

長
    2015年    10月 電装事業本部電装事業部第二設計部

長
    2018年    4月 電装事業本部電装事業部長

兼電装事業本部電装事業部第二設計
部長

    2018年    5月 電装事業本部電装事業部長　

    2022年    4月 執行役員
電装事業本部副本部長
兼電装事業本部電装事業部長

    2024年    4月 執行役員
電装事業本部副本部長

    2025年    4月 上席執行役員
経営企画室長

2025年  6月 取締役兼上席執行役員
営業・情報・環境統括兼経営企画室
長

2026年  4月 取締役兼上席執行役員（現）
営業統括兼経営企画室長兼環境管理
担当（現）

　
重要な兼職

該当なし
選任理由

羽鳥敏氏は、設計、品質保証、営業部門に携わり、長年にわたり電装事業本部の中心的役割を担い、企業価値
向上に尽力してまいりました。また、2025年４月から経営の中枢部門である経営企画室の責任者を務めてお
ります。こうしたことから、当社の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしま
した。

特別の利害関係

羽鳥敏氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 10 －
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取締役選任議案

候補者番号

５
　

所有する当社株式数 －株

に し

西
 

 
や ま

山
 

　
よ し

佳
 

 
ひ ろ

宏
　

再 任 社 外 独 立

(1955年９月24日生)

　

略歴、地位、担当
1978年  4月 日本鉱業㈱入社
2013年    4月 JX日鉱日石金属㈱常務執行役員

同社金属事業本部副本部長、企画部
管掌
パンパシフィック・カッパー㈱常務
執行役員
日韓共同製錬㈱取締役

2013年  6月 JX日鉱日石金属㈱取締役兼常務執行
役員
パンパシフィック・カッパー㈱取締
役兼常務執行役員

    2014年    6月 JX日鉱日石金属㈱金属事業本部長
パンパシフィック・カッパー㈱取締
役副社長兼執行役員

　

    2014年    6月 日韓共同製錬㈱代表取締役社長
日比共同製錬㈱代表取締役社長

    2015年    6月 パンパシフィック・カッパー㈱代表
取締役社長

    2016年    1月 JX金属㈱取締役常務執行役員兼金属
事業本部長

    2017年    6月 東邦チタニウム㈱代表取締役社長兼社長
執行役員

    2021年    6月 東邦チタニウム㈱顧問
    2023年    6月 ソーダニッカ㈱社外取締役（現）

当社社外取締役（現）
    2024年    5月 独立行政法人エネルギー・金属鉱物

資源機構金属鉱物資源開発・鉱害防
止等専門部会委員（現）　

重要な兼職
ソーダニッカ㈱社外取締役

選任理由および期待される役割の概要
西山佳宏氏は、他社の代表取締役を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており
ます。こうしたことから、経営に関して有益なアドバイスをいただけることを期待して、引き続き社外取締役
候補者といたしました。
なお、西山佳宏氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された
場合は、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定であります。

特別の利害関係
西山佳宏氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

責任限定契約について
当社は西山佳宏氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限
定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額として
おり、本総会において同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との当該契約を継続する予定でありま
す。

－ 11 －
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取締役選任議案

候補者番号

６
　

所有する当社株式数 －株

き た

北
 

 
だ い

代 
や

八
え

重
こ

子
　

再 任 社 外 独 立

(戸籍名：石田 八重子)
(1970年８月18日生)

　

略歴、地位、担当
2000年10月 弁護士登録
2007年  1月 東京簡易裁判所司法委員
2016年  4月 東京家庭裁判所立川支部調停委員
2019年  6月 シチズン時計㈱社外監査役

　

2021年  6月 ㈱いなげや社外取締役（現）
2022年  4月 第一東京弁護士会副会長
2023年  6月 当社社外取締役（現）
2025年  6月 シチズン時計㈱社外取締役（現）　

重要な兼職

弁護士、シチズン時計㈱社外取締役（監査等委員）、㈱いなげや社外取締役
選任理由および期待される役割の概要

北代八重子氏は、弁護士としての専門的な知識ならびに経営に関する高い見識を有しており、これらを活かし
て、経営に対し指導・助言をいただけることを期待して、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は直接会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知見や、他社
の社外取締役の経験等から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、北代八重子氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された
場合は、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定であります。

特別の利害関係

北代八重子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
責任限定契約について

当社は北代八重子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とし
ており、本総会において同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との当該契約を継続する予定であり
ます。

－ 12 －
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取締役選任議案

候補者番号

７
　

所有する当社株式数 －株

お さ

長
 

 
だ

田
 

　
ひ で

英
 

 
と

人
　

新 任 社 外 独 立

(1956年11月13日生)

　

略歴、地位、担当
    1980年    4月 全日空商事㈱入社
    2008年    4月 同社執行役員企画部長
    2009年    4月 同社執行役員店舗営業部長兼酒販事

業室長
    2011年    4月 同社取締役機械部、航空機部、酒販事

業室（兼酒販事業室長）、パリ支店
兼㈱武蔵の杜カントリークラブ代表
取締役社長

2012年    4月 全日空商事㈱取締役機械部、航空機
部、パリ支店

    2013年    4月 全日空商事㈱取締役航空・電子カン
パニー長

    2014年    4月 同社専務取締役航空・電子カンパニー長
    2015年    4月 同社専務取締役航空・電子カンパニー長

兼ANA Trading Corp., U.S.A. President

　

    2016年    4月 全日空商事㈱専務取締役航空・電子
カンパニー長、海外事業統括、パリ
支店、シンガポール支店
兼ANA Trading Corp., U.S.A. President

    2017年    4月 全日空商事㈱代表取締役副社長
海外事業統括、パリ支店、シンガポ
ール支店、航空・電子カンパニー、
食品カンパニー、生活産業カンパニ
ー統括
兼ANA Trading Corp., U.S.A. President

    2018年    4月 全日空商事㈱代表取締役副社長
営業統括、CSR推進室（CSRプロモ
ーションオフィサー）、
パリ支店、シンガポール支店
兼ANA Trading Corp., U.S.A. President

    2019年    4月 ANA Trading Corp., U.S.A. President
    2022年    8月 全日空商事㈱顧問

　
重要な兼職

該当なし
選任理由および期待される役割の概要

長田英人氏は、他社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しておりま
す。こうしたことから、経営に関して有益なアドバイスを頂けることを期待して、社外取締役候補者といたし
ました。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同氏の選任が承認さ
れた場合には、当社は同氏を独立役員とする予定であります。

特別の利害関係
長田英人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

責任限定契約について
長田英人氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、法令が定める額といたします。

－ 13 －
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（ご参考）取締役および監査役のスキルマトリックス（候補者を含む）

氏名 地位および担当 属性
企業経
営

財務・
会計

法務・
コンプ
ライア
ンス

リスク
管理

製造・
技術・
研究開
発

営業・
マーケ
ティン
グ

グロー
バル

ESG

田中　信吉 代表取締役社長 ● ● ● ●

受川　　修
取締役 兼 専務執行役員
財務・リスクマネジメン
ト統括 兼 経理担当

● ● ● ●

佐々木 正博
取締役 兼 常務執行役員
技術・ものづくり統括
兼 情報システム・DX推
進・人事・総務担当

● ● ●

羽鳥　　敏
取締役 兼 上席執行役員
営業統括 兼 経営企画室
長 兼 環境管理担当

● ● ● ●

西山　佳宏 取締役
社外
独立

● ●

北代 八重子 取締役
社外
独立

●

長田　英人 取締役
社外
独立

● ● ● ●

森田　俊英 常勤監査役 ● ● ● ●

二瓶　晴郷󠄁 監査役
社外
独立

● ● ●

伊藤　章子 監査役
社外
独立

● ●

■役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該
保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契
約の被保険者に含められることとなります。

【ご参考】
第２号議案が承認可決された場合の経営体制は以下のとおりとなる予定であります。なお、以下の一覧表は、
各役員が有する全ての専門性・経験を表すものではありません。

－ 14 －
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補欠監査役選任議案

所有する当社株式数 64株

お か

岡 
だ

田
 

　
み つ

充 
た か

孝
　

(1971年８月26日生)

略歴、地位
1995年    4月 当社入社
2006年12月 内部監査室
2015年    4月 総務部総務課長

　

2021年10月 内部監査部
2024年12月 監査役付（現）

　

重要な兼職

該当なし
特別の利害関係

岡田充孝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願

いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

以　上

－ 15 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

(2025年 ４ 月 １ 日から
2026年 ３ 月 31日まで)

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果
当連結会計年度における当社グループを取り巻く環境は、国内では雇用・所得環境

の改善が進んだ一方で、世界経済においては米国の関税政策や中東情勢の不安定化が
複合的に作用し、不透明な状況が続きました。

当社グループは、第17次中期経営計画の方針として「強固な事業基盤の確立と資本
効率の向上により成長ステージへ」を掲げており、それを具現化する戦略のひとつに
M&A等の外部リソースの有効活用を掲げております。その一環として、京セラ㈱のパ
ワーデバイス事業を承継した新設会社の全株式を取得いたしました。新たに取得した
資産により当社のパワーデバイス事業の製品ラインナップを加速的に拡充し、収益性
の向上を図るとともに、技術の融合による新たな製品・研究開発を進めることで市場
における競争力を強化していく方針です。

このような事業環境のもと、当連結会計年度の売上高は、パワーデバイス事業およ
びパワーユニット事業が車載市場を中心に堅調に推移したことにくわえ、パワーシス
テム事業において通信インフラ市場向けが増加し、全セグメントが底堅く推移した結
果、113,836百万円（前期比7.6％増）となりました。損益面では、増収効果や前期
に実施したパワーデバイス事業の構造改革効果などが寄与し営業利益は3,848百万円
（前期は128百万円の利益）となりました。経常利益は為替差益を営業外収益に計上
したことなどにより4,577百万円（前期は523百万円の損失）、親会社株主に帰属す
る当期純利益はキャリアデザインサポートの実施に伴う特別損失を計上したものの、
投資有価証券売却などによる特別利益の計上で5,655百万円（前期は2,436百万円の
損失）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。前期比較に 

つきましては、前期の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値で比較しておりま 
す。また、セグメント間の取引については相殺消去して記載しております。

－ 16 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

【パワーデバイス事業】
パワーデバイス事業の売上高は33,490百万円（前期比7.7％増）、営業利益は

2,533百万円（前期は2,247百万円の損失）となりました。
売上高においては、主力である車載向け製品が好調を維持しました。また産業機器

向け製品は主にM&Aにより取得した京セラ㈱のパワーデバイス製品の寄与にくわ
え、第４四半期以降、AI関連投資の拡大を背景に電源製品や半導体製造装置、工作機
械用途の需要が増加し、家電向け製品も堅調に推移したことから、全体で増収となり
ました。損益面では、増収効果とそれに伴う稼働益、構造改革効果などにより損失を
計上した前期から黒字転換となりました。

【パワーユニット事業】
パワーユニット事業の売上高は72,806百万円（前期比7.6％増）、営業利益は

3,847百万円（前期比22.7％減）となりました。
売上高においては、主力の二輪向け製品がインド・アセアン地域において堅調を持

続したことにくわえ、四輪向けおよび汎用向け製品などの増加により増収となりまし
た。損益面では増収効果があった一方で、アジア通貨安の影響、成長分野と位置付け
る電動化関連製品へのリソース投下による費用増加などにより前期から減益となりま
した。

【パワーシステム事業】
パワーシステム事業の売上高は7,410百万円（前期比7.4％増）、営業利益は

1,209百万円（前期比39.9％減）となりました。
売上高においては、整流装置をはじめとした通信インフラ向け製品の需要増加によ

り増収となりました。損益面では増収効果があった一方で、製品保証引当金の戻し入
れによる一過性の利益を計上していた前期から減益となりました。

【その他】
その他の売上高は129百万円（前期比15.8％減）、営業損失は14百万円（前期は

42百万円の利益）となりました。

②　資金調達の状況
当連結会計年度は、当社グループの所要資金として長期借入金により16,000百万円

の資金調達を実施いたしました。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況

③　設備投資の状況
当連結会計年度は、5,771百万円の設備投資を実施いたしました。
その主なものは、パワーデバイス事業において維持更新投資や生産能力拡大投資を実

施したことやパワーユニット事業において生産能力拡大投資を実施したことなどによる
ものであります。

期　　別
区　　分

第100期
2022年度

第101期
2023年度

第102期
2024年度

第103期
(当連結会計年度)
2025年度

売 上 高 百万円 101,007 102,261 105,830 113,836

経常利益又は経常損失（△） 百万円 4,326 1,660 △523 4,577
親会社株主に帰属する当期純利
益 又 は 当 期 純 損 失 （ △ ） 百万円 1,644 △712 △2,436 5,655
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ） 円 159.56 △69.08 △236.15 549.00

総 資 産 百万円 138,092 144,669 136,496 144,652

純 資 産 百万円 62,539 70,917 66,144 72,561

⑵　直前３連結会計年度の財産および損益の状況
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重要な親会社および子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の 議
決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 秋 田 新 電 元 490 百 万 円 100.0％ 電 気 機 器 の 製 造
株 式 会 社 東 根 新 電 元 400 百 万 円 100.0 電 気 機 器 の 製 造
株 式 会 社 秦 野 新 電 元 25 百 万 円 100.0 電 気 機 器 の 製 造
株 式 会 社 岡 部 新 電 元 100 百 万 円 100.0 電 気 機 器 の 製 造
新 電 元 ス リ ー イ ー 株 式 会 社 25 百 万 円 100.0 電 気 機 器 の 製 造
新電元エンタープライズ株式会社 50 百 万 円 100.0 福 利 厚 生 サ ー ビ ス
新電元熊本テクノリサーチ株式会社 20 百 万 円 100.0 ソフトウェアサービス
ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・リミテッド 300,000 千ＴＨＢ 100.0 電 気 機 器 の 製 造
シンデンゲン・フィリピン・コーポレーション 10,276 千ＵＳＤ 100.0 電 気 機 器 の 製 造
高 雄 新 電 元 電 子 股 份 有 限 公 司 317 百万TWD ※100.0 電 気 機 器 の 製 造
ピーティー・シンデンゲン・インドネシア 303,150 百万ＩＤＲ 100.0 電気機器の製造・販売
シンデンゲン・インディア・プライベート・リミテッド 1,390 百万ＩＮＲ 100.0 電気機器の製造・販売
シンデンゲン・ベトナム・カンパニー・リミテッド 151,456 百万ＶＮＤ 100.0 電気機器の製造・販売
広 州 新 電 元 電 器 有 限 公 司 48,200 千ＣＮＹ 100.0 電気機器の製造・販売
シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド 102,000 千ＴＨＢ 100.0 電気機器の製造・販売

新 電 元 （ 上 海 ） 電 子 有 限 公 司 33,153 千ＣＮＹ 100.0 電 気 機 器 の 販 売
シンデンゲン・アメリカ・インコーポレイテッド 1,000 千ＵＳＤ 100.0 電 気 機 器 の 販 売
新 電 元 （ 香 港 ） 有 限 公 司 1,500 千ＨＫＤ 100.0 電 気 機 器 の 販 売
シ ン デ ン ゲ ン ・ シ ン ガ ポ ー ル ・
ピ ー テ ィ ー イ ー ・ リ ミ テ ッ ド 108 千ＵＳＤ 100.0 電 気 機 器 の 販 売

シンデンゲン・ヨーロッパ・ゲーエムベーハー 25 千ＥＵＲ 100.0 電 気 機 器 の 販 売

⑶　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社との関係

該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

（注）１．2026年１月５日株式会社秦野新電元（同社子会社の高雄新電元電子股份
　　　有限公司を含む）の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
　　２．※印は子会社等による出資を含む比率です。
　　３．連結子会社であったシンデンゲン・ユーケー・リミテッドは、清算手続きを
　　　進めており重要性が低下したため、連結の範囲から除外しております。
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対処すべき課題

＜長期ビジョン2030　ありたい姿＞
革新的な技術によって地球環境に配慮した先進的なソリューションを生み出して持

続可能な社会に貢献し、あらゆるステークホルダーから必要とされ続けるパワーエレ
クトロニクスカンパニー

⑷　対処すべき課題
①　経営理念と企業ミッション

当社グループは、経営理念に「社会と共に、顧客と共に、従業員と共に、成長する企
業」と掲げ、日々の事業活動を行っています。「エネルギーの変換効率を極限まで追求
することにより、人類と社会に貢献する」という企業ミッションのもと、半導体技術、
回路技術、実装技術をあわせ持つ製造企業として、これらの技術を融合し、発展・応用
させていくことで、脱炭素社会実現の一翼を担う製品を創造してまいります。

②　経営環境および対処すべき課題等
昨今、市場のニーズや価値観が多様化する一方、地球温暖化など気候変動や、資源枯

渇といった地球規模で進行しつつある社会的課題は、市場経済にも影響を及ぼし始めて
います。このような状況下、当社が果たすべき役割を土台に、企業として“ありたい姿”
を定めた長期的な経営ビジョンを策定し、それらに紐づく施策を中期経営計画や年次経
営計画と連動させることで、中長期にわたる持続的な成長サイクルを確立してまいりま
す。

□長期ビジョン2030
当社グループは、時代に適合した製品ポートフォリオを構築し、社会的課題の解決に

貢献することが、持続可能性（サステナビリティ）が要求される現代において企業価値
の向上に資するものと考えております。
これらを踏まえ、以下の通り2030年度を見据えた長期ビジョンを策定いたしまし

た。

長期的な観点で、「脱炭素社会のキーパーツとなるパワーデバイス」「ヒトと環境の
未来を託されるモビリティソリューション」「全事業のコア技術を融合した環境ソリュ
ーション」を創出し、環境貢献をより重視した製品ポートフォリオを継続的に整備して
まいります。あわせて、持続的成長の前提となる安定的な経営基盤を構築するために資
本効率を重視し、事業ポートフォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人材投資
等を含む経営資源の最適配分を進めてまいります。

□第17次中期経営計画
2022年度から2024年度までの第16次中期経営計画では、長期ビジョンに掲げたあ

りたい姿を実現するための基盤づくりを完了させることに主眼を置き取組みを進めてま
いりました。しかし、中国における景気停滞をはじめ外部環境の大きな変化への対応に
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対処すべき課題

追われ、課題を残す結果となりました。一方、モビリティ分野における電動化普及を見
据えて製品開発を進めてきた伸長事業においては、電動化普及時期が2030年以降にな
ると想定されるなか、時間軸に合わせた製品ポートフォリオの見直しを実施いたしまし
た。
このようななか第17次中期経営計画では、「強固な事業基盤の確立と資本効率の向上

により成長ステージへ」を方針に掲げました。新たな中期経営計画の始動に際し全社的
な機構改革に着手し、この体制のもとデバイス事業の収益改善を筆頭に足もとの課題を
早急にクリアし経営基盤を整えるとともに、将来核となる事業・製品を確立させるなど
長期戦略を実行してまいります。具体的には下記4項目を掲げ事業を進めてまいりま
す。

・稼ぐ体質づくり
設計・調達・製造・販売のトータルパッケージで収益性を高める仕組みを構築す

る。
・成長分野へのリソース集中投下
将来核となる事業・製品へリソースを集中的に投下し、2030年までに事業の柱へ

と育成する。
・ターゲット市場の開拓
インド市場の開拓に向け優先的にリソースを配分し、事業部門、非事業部門を問わ

ず全社で総力をあげて挑む。
・サステナビリティ経営の推進
事業活動と人財投資を積極的に進めることで環境貢献製品を社会へ提供し、脱炭素

社会の実現に向け持続的な成長サイクルを構築する。

これらの方針を推進するため、戦略的なリソース配分を実施するとともにキャッシュ
アロケーション・財務戦略を強化することにより、資本コストや株価を意識した経営を
推進し、2027年度末までにPBR１倍以上を目指してまいります。

〇2027年度の経営目標（連結）
・売上高　1,200億円
・営業利益率　5.0％
・ROE　6.0％

・設備投資額（3ヶ年累計）　300億円
・研究開発費（3ヶ年累計）　145億円
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対処すべき課題

＜事業の経過＞
第17次中期経営計画の最終年度である2027年度の経営目標（連結）につきまして

は、M＆Aにて取得した京セラ㈱のパワーデバイス事業を連結対象としたことにより、
以下の通り見直しました。

〇2027年度の経営目標（連結）
・売上高　1,300億円
・営業利益率　5.0％
・ROE　6.0％

・設備投資額（3ヶ年累計）　300億円
・研究開発費（3ヶ年累計）　145億円
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主要な事業内容、主要な営業所および工場

事 業 区 分 製　品　名

パ ワ ー デ バ イ ス
一般整流ダイオード、ブリッジダイオード、高速整流ダイオード、TVSダイオー
ド、サイリスタ、サイダック®、パワーMOSFET、パワーIC、パワーモジュー
ル

パ ワ ー ユ ニ ッ ト
二輪車用ECUおよびPCU、二輪車用レギュレータ／レクチファイア、二輪車用
点火装置、四輪車用DC/DCコンバータ、四輪車用ECU、発電機用インバータ、
EV急速充電器・普通充電器

パ ワ ー シ ス テ ム 通信機器用電源装置、蓄電システム
そ の 他 ソレノイド

⑸　主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社グループは電気機械器具の製造・販売を主要な事業としており、主な製品は次のと

おりであります。

当 社

本 社 東京都千代田区大手町二丁目２番１号

国 内
朝霞事業所（埼玉県朝霞市）
大阪支店（大阪府大阪市）
名古屋支店（愛知県名古屋市）

海 外 ソウル営業所（大韓民国）

子 会 社

国 内

株式会社秋田新電元（秋田県由利本荘市）
株式会社東根新電元（山形県東根市）
株式会社秦野新電元（神奈川県秦野市）
株式会社岡部新電元（埼玉県深谷市）
新電元スリーイー株式会社（埼玉県飯能市）
新電元エンタープライズ株式会社（埼玉県朝霞市）
新電元熊本テクノリサーチ株式会社（熊本県菊池郡菊陽町）

海 外

ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・リミテッド（タイ王国）
シンデンゲン・フィリピン・コーポレーション（フィリピン共和国）
高雄新電元電子股份有限公司（台湾）
ピーティー・シンデンゲン・インドネシア（インドネシア共和国）
シンデンゲン・インディア・プライベート・リミテッド（インド共和国）
シンデンゲン・ベトナム・カンパニー・リミテッド（ベトナム社会主義共和国）
広州新電元電器有限公司（中華人民共和国）
シンデンゲン（タイランド）カンパニー・リミテッド（タイ王国）
新電元（上海）電子有限公司（中華人民共和国）
シンデンゲン・アメリカ・インコーポレイテッド（米国）
新電元（香港）有限公司（中華人民共和国）
シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド（シンガポール共和国）
シンデンゲン・ヨーロッパ・ゲーエムベーハー（ドイツ連邦共和国）

⑹　主要な営業所および工場（2026年３月31日現在）
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従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
パワーデバイス事業 2,545名 （190名） 92名減 （39名増）
パワーユニット事業 2,083名 （1,529名） 36名増 （213名増）
パワーシステム事業 218名 （80名） 45名減 （26名減）
全社共通 245名 （19名） 59名減 （８名減）
合計 5,091名 （1,818名） 160名減 （218名増）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
1,043名　（123名） 37名減　（４名減） 42.81歳 17.02年

⑺　従業員の状況（2026年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員は（　）内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載して
おります。

２．臨時従業員には、パートタイマーや契約社員及び人材派遣会社からの派遣社員を含んでおります。
３．全社共通として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。
４．従業員数が前連結会計年度と比べてパワーシステム事業で45名、全社共通で59名減少しておりま

すが、その主な理由は2025年４月１日付でセグメント変更を含む機構改革を実施したためであり
ます。

②　当社の従業員の状況

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であ
り、臨時従業員は（　）内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

２．臨時従業員には、パートタイマーや契約社員及び人材派遣会社からの派遣社員を含んでおります。

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 14,480百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 7,720
株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 7,070
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,995

⑻　主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

（注）上記には、シンジケートローンによる借入額が一部含まれております。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 普通株式 31,000,000株
Ａ種優先株式 5,000,000株
Ｂ種優先株式 5,000,000株

②　発行済株式の総数 普通株式 10,338,884株
Ａ種優先株式 －
Ｂ種優先株式 －

③　株主数 普通株式 9,266名
Ａ種優先株式 －
Ｂ種優先株式 －

株　　主　　名 持 株 数 持 株 比 率
本 田 技 研 工 業 株 式 会 社 1,186千株 11.65％
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 1,000 9.83

中 央 日 本 土 地 建 物 株 式 会 社 502 4.94
朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 405 3.98
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口） 356 3.50
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 325 3.20
新 電 元 工 業 協 力 会 社 持 株 会 310 3.05
新 電 元 工 業 従 業 員 持 株 会 213 2.10
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 200 1.96
株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 185 1.82

株式の種類および数 交 付 さ れ た 者 の 人 数
取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

当社普通株式
4,453株 ４名

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2026年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）　持株比率は自己株式（普通株式157,905株）を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
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⑵　新株予約権等の状況
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2026

年３月31日現在）
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③　その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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会社における
地　位 氏　名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 田 　 中 　 信 　 吉
取 締 役
兼 　 専 務 執 行 役 員 受 川 　 修 財務・リスクマネジメント統括

兼　経理・内部監査担当
取 締 役
兼 　 常 務 執 行 役 員 佐 々 木 　 正 博 技術・ものづくり統括

兼　人事・総務担当
取 締 役
兼 　 上 席 執 行 役 員 羽 鳥 　 敏 営業・情報・環境統括

兼　経営企画室長
取 締 役 西 山 佳 宏 ソーダニッカ㈱　社外取締役

取 締 役 北 代 　 八 重 子
弁護士
シチズン時計㈱　社外取締役（監査等委員）
㈱いなげや　社外取締役

常 勤 監 査 役 森 田 俊 英
監 査 役 二 瓶 晴 郷󠄁 ㈱JCU　社外取締役

監 査 役 伊 藤 章 子

公認会計士
税理士
ペットゴー㈱　社外取締役（監査等委員）
ピクシーダストテクノロジーズ㈱　社外監査役
㈱RevComm　社外監査役
プリモグローバルホールディングス㈱　社外取締役（監査等委員）
公益財団法人日本バスケットボール協会　監事

氏　名 異動前 異動後 異動年月日

佐 々 木 　 正 博
取締役　兼　常務執行役員
技術・ものづくり統括
兼　人事・総務担当

取締役　兼　常務執行役員
技術・ものづくり統括
兼　情報システム・DX推進・人事・
総務担当

2026年４月１日

羽 鳥 　 敏
取締役　兼　上席執行役員
営業・情報・環境統括
兼　経営企画室長

取締役　兼　上席執行役員
営業統括　兼　経営企画室長
兼　環境管理担当

2026年４月１日

⑶　会社役員の状況
①　取締役および監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１．取締役西山佳宏氏および取締役北代八重子氏の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役二瓶晴郷󠄁氏および監査役伊藤章子氏の両氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役西山佳宏氏、取締役北代八重子氏、並びに監査役二瓶晴郷󠄁氏、監査役伊藤章子氏を東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査役二瓶晴郷󠄁氏は、金融機関における国際業務を含めた長年にわたる実務経験があり、監査役伊藤章子氏は公認会計

士・税理士としての専門的な知識・経験があり、両氏共、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
５．下記のとおり、当事業年度末日後に取締役の地位および担当等の異動を行っております。

－ 27 －



2026/05/27 11:53:02 / 25299438_新電元工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

新株予約権等の状況、会社役員の状況

区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対象となる

役員の員数基 本 報 酬 業 績 連 動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

82百万円
（15）

76百万円
（15）

ー
（ー）

５百万円
（ー）

７名
（２）

監 査 役
（うち社外監査役）

36
（15）

36
（15）

ー
（ー）

ー
（ー）

４
（３）

合 計
（うち社外役員）

119
（31）

113
（31）

ー
（ー）

５
（ー）

11
（５）

②　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しております。
(1)被保険者の範囲

当社のすべての取締役、監査役および執行役員。
(2)保険契約の内容の概要

被保険者が(1)の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因
して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補
償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損
害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう
に措置を講じている。保険料は全額当社が負担する。

③　取締役および監査役の報酬等
(1) 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．上記非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額５百万円（取締役（社外取締役を除

く）２名５百万円）であります。
３．取締役会は、代表取締役社長田中信吉に、取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。委

任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適している
と判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会の審議
結果を取締役会で審議した上で、取締役会決議に基づき行っております。
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(2) 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議について、取締役の金銭報酬の限度額

は、1989年３月30日開催の第64回定時株主総会において月額25百万円以内（ただし、
使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締
役の員数は、14名です。
また別枠で、譲渡制限付株式報酬の限度額は、2019年６月27日開催の第95回定時株

主総会において年額60百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただ
いております。当該株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は、４名です。
監査役の金銭報酬の限度額は、1994年６月29日開催の第70回定時株主総会において

月額６百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数
は、３名です。
(3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a.基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に
機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては
各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役（社外
取締役を含む）の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬で構成し、金銭報酬は基本報酬（固定
報酬）と中長期および年度の業績等に応じた変動報酬（業績連動報酬）等で構成する。
b.基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された上限額（月額25百万円以内）の範
囲内において、役位等を基にして月額基準を定めた内規に従い、指名・報酬委員会の答
申を基に取締役会にて決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関す
る方針
業績連動報酬等は、b項基本報酬（固定報酬）と合わせ、株主総会で決議された上限額

（月額25百万円以内）の範囲内において、中長期および年度の業績等を反映した金銭報
酬とし、指名・報酬委員会の答申を基に取締役会にて決定するものとする。
業績連動報酬等は、短期的な業績指標、中期的な業績指標、長期的且つESG視点の指

標を組み合わせ、役位等に応じて報酬金額に反映させるものとする。
なお、業績不振の場合には、別途報酬カットを実施する場合がある。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、株主総会で決議された上限額（年額60
百万円以内）の範囲内において、役位等を基にして月額基準を定めた内規に従い、
報酬の一部を譲渡制限付株式として付与するものとする。
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d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等
の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、役位等を基にして月額基準を定めた内規に従

い、指名・報酬委員会の答申を基に取締役会にて決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額については業績連動部分の評価について指名・報酬委員会の審議結果
を取締役会にて審議した上で、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容
について委任をうけるものとする。
④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役西山佳宏氏は、ソーダニッカ株式会社の社外取締役を兼務しております。ソ
ーダニッカ株式会社と当社との間には、取引関係はありません。
取締役北代八重子氏は、シチズン時計株式会社の社外取締役（監査等委員）、およ

び株式会社いなげやの社外取締役を兼務しております。シチズン時計株式会社、およ
び株式会社いなげやと当社との間には、取引関係はありません。
監査役二瓶晴郷󠄁氏は、株式会社JCUの社外取締役を兼務しております。株式会社

JCUと当社との間には、取引関係はありません。
監査役伊藤章子氏は、ペットゴー株式会社の社外取締役（監査等委員）、ピクシー

ダストテクノロジーズ株式会社の社外監査役、株式会社RevCommの社外監査役、プ
リモグローバルホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）、および公益
財団法人日本バスケットボール協会の監事を兼務しております。ペットゴー株式会
社、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社、株式会社RevComm、プリモグローバ
ルホールディングス株式会社、および公益財団法人日本バスケットボール協会と当社
との間には、取引関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
・取締役会への出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行っ
た職務の概要
取締役会は13回開催され、取締役西山佳宏氏が13回、取締役北代八重子氏が13

回出席し、それぞれ専門的な立場から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、監査役二瓶
晴郷󠄁氏が13回、監査役伊藤章子氏が10回出席し、専門的見地から、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
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・監査役会への出席状況および発言状況
監査役会は14回開催され、監査役二瓶晴郷󠄁氏が14回、監査役伊藤章子氏が10回

出席し、それぞれ監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を
行っております。
（注）監査役伊藤章子氏は、2025年６月27日開催の第101回定時株主総会において選任された
ため、出席すべき取締役会および監査役会の開催回数が他の社外監査役と異なります。伊藤章子
氏の就任後の取締役会の開催回数は10回、監査役会の開催回数は10回であります。

ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と取締役西山佳宏氏および北代八重子氏、並びに監査役二瓶晴郷󠄁氏および伊藤

章子氏は、当社定款および会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額とし

ております。
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名 称 当事業年度に係る会計監査人
の 報 酬 等 の 額

当社および子会社が会計監査人に
支払うべき金銭その他の財産上の
利 益 の 合 計 額

EY新日本有限責任監査法人 73百万円 73百万円

⑷　会計監査人の状況
①　名　　　称　　　　EY新日本有限責任監査法人
②　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の報酬等の額を区分しておりませんので、上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含
めております。

２．監査役会は、会計監査人から提出を受けた監査計画の内容及び監査報酬の見積り根拠、従前の事業
年度における会計監査人の職務執行状況、監査報酬の推移、取締役その他社内関係部署からの報告
を踏まえ、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

３．当社の子会社には、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資
格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（当該法律に相当す
る外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けているものがあります。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、監査役会が必要と判断した

場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしま
す。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任します。この
場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任
の旨およびその理由を報告します。
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⑸　業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会における決議により、取締役の職務の執行が法令および定款に適合す

ることを確保するための体制その他会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するための体制の整備に関する基本方針を定めております。
当該基本方針の内容は次のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制について
⑴ 取締役及び使用人の法令を遵守する基盤として、「新電元グループ行動指針」を定

め、周知徹底を図ります。
⑵ 取締役会は、コンプライアンスのための体制を含む内部統制システムの整備方針·計

画について決定するとともに、定期的に状況報告を受けます。
⑶ 執行役員制度により、取締役の職務執行(意思決定·監督)機能と執行役員の職務執行

(業務執行)機能とを分離し、適正かつ効率的な業務執行を図るとともに、取締役の
監視機能を強化します。

⑷ 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備·運用状況を含め、取締役の
職務執行を監査します。

⑸ 内部監査部門により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、整備方針·
計画の実行状況を監視します。

⑹ 内部通報制度(企業倫理ホットライン/社内及び社外の相談窓口)により、法令違反等
を未然に防ぐ体制を整備します。受け付けた通報は、通報検討委員会にて内容を精
査し、調査及び再発防止の徹底を図ります。

⑺ 内部通報制度により、内部通報を行った者が、通報等をしたことを理由に不利な取
扱いを受けないことを確保するための体制をとります。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
取締役会議事録、稟議書、各種契約書、通達文書等取締役の職務執行に係る情報に

ついては、文書規定の定めるところに従い文書又は電磁的媒体にて適切に保存·管理す
る一方で、漏洩等の危険に対して都度必要な措置を講じるとともに、必要かつ正当な
関係者が閲覧できる体制を整備します。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
⑴ 会社における個々の損失の危険(環境、災害、品質、輸出管理等のリスク)について

は、それぞれのリスクを管理する取締役の指示のもと、対応部署が各規定·規則類の
整備を行い、予防及び事後対応策の検討並びに実行、教育、監査等の活動を行いま
す。

⑵ 個々のリスクに対し必要に応じ組織横断的な専門委員会を設置し、上記同様の運用
を行います。

⑶ 内部監査部門により、企業集団におけるリスク·マネジメントが有効に機能している
か、その実行状況を監視します。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
⑴ 取締役の担当区分を定め、その職務の遂行が効率的に行われる体制をとります。
⑵ 執行役員への権限委譲により業務執行のスピードアップを図り、取締役会は意思決

定及び監督機能に注力します。
⑶ 達成すべき目標として中期経営計画を定め、当該年度の経営方針に沿った年次計画

を策定するとともに、事業部門等の業務目標を設定し、実施すべき具体的な施策を
実行します。

⑤　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制について
⑴ 企業集団における業務の適正を確保するため、「新電元グループ行動指針」の周知

徹底を図ります。
⑵ 子会社管理規定の定めるところに従い、各事業部門及び各種委員会を通じて、子会

社は親会社が必要とする資料提出等により、業務及び財務の状況、事業計画に対す
る進捗󠄁等の報告を行うことで、グループ一体となった運営を行います。

⑶ 各子会社の機関決定に関わるルールの明確化を図ります。
⑷ 監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの整備·運用状況

を含め監査職務を遂行します。
⑸ 企業集団としての内部通報制度(企業倫理ホットライン)により、子会社における法

令違反等を未然に防ぐ体制をとります。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項について
監査役の職務を補助する機関として専任の監査役付を置き、適切な人材を配置しま

す。
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⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項について
補助使用人の適切な職務の遂行のため、補助使用人の人事考課及び人事異動につい

ては監査役監査基準(規定)の定めるところに従い、監査役の同意をもって決定しま
す。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制について
取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当社及び関係会社に重大

な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報の状況(守秘義務に配慮)、あら
かじめ監査役と協議して定めたその他の報告事項等について適宜報告します。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
⑴ 代表取締役と監査役は、相互の意識向上を図るため、定期的な会合をもちます。
⑵ 監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社等の取締役等との意思疎通、

情報の収集·交換が適切に行えるよう協力します。
⑶ 監査役の職務遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、会計監査人等

の外部専門家と連携を図れる体制をとります。
⑷ 監査役の職務遂行上必要な費用について、監査役が前払または償還を請求したとき

は、当該費用が必要でないと認められた場合を除き、請求に従い必要な支払を行い
ます。

⑩　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
⑴ 市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、さらに

それらからの要求を断固拒否します。
⑵ 総務部が対応統括部署となり関係機関等と緊密に連携し助言、指導を受ける他、

「対応マニュアル」を定め、体制を整備しています。
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⑹　業務の適正を確保するための体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社

の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下の通りであります。
①　内部統制システムについて

コンプライアンスのための体制を含む内部統制システムに関して、内部監査部門に
より当社グループの整備方針・計画の実行状況について内部監査を実施し、取締役会
および監査役会への定期報告を実施いたしました。またコンプライアンス委員会およ
びコンプライアンス部門にて関連規定を整備し、当社グループのコンプライアンスに
関する課題に対応するとともに、問題発生の未然防止に努めております。

②　リスク・マネジメント体制について
損失の危険(環境、災害、品質、輸出管理等のリスク)については、それぞれのリス

ク管理対応部署により規定•規則類の整備を行い、リスクの評価・予防、施策の実行、
教育および監査等の活動を実施いたしました。
企業集団におけるリスク・マネジメントについては、当社グループ各社のセルフ・

アセスメントおよび内部監査部門による内部監査により監視を実施しております。

③　子会社経営管理について
当社「子会社管理規定」に基づき、各事業部門および各種委員会は、子会社の資料

提出等により、業務・財務の状況、事業計画の進捗󠄁等の報告を受けております。

④　取締役の職務執行について
当事業年度において、取締役会を13回実施し、法令、定款および取締役会規定に定

められた経営上重要な事項の決定および職務執行の監督を実施しました。

⑤　監査役の職務遂行について
当事業年度において、監査役会を14回実施し、取締役の職務執行の監査を実施しま

した。監査役は、取締役および使用人から法定の事項、経営上の重要な事項、内部監
査の実施状況、内部通報の状況等の報告を受けております。
また監査役の機能強化のため、業務執行から独立した専任の使用人が監査役の業務

の補助にあたっております。
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⑺　会社の支配に関する基本方針
①　会社の支配に関する基本方針の内容の概要

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められる以上、当社の財務および
事業の方針を支配する者については、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づき決定
されることが基本であると考えます。また、当社株式に対して特定の者から大量買付行
為が為された場合、株主の皆様が当該買付行為を受け入れるか否かの適切なご判断を行
うためには、買付者および当社取締役会双方から必要かつ十分な情報が提供される必要
があると考えます。従って、当社株式に対する大量買付行為が合理的なルールに従って
行われる体制を整えておくことが、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上
に合致するものと考えます。
一方、大量買付行為の中には、株主の皆様に株式の売却を強要する仕組みを有するも

のや、当社に回復し難い損害を与えるおそれのあるものなど、株主共同の利益を著しく
損なうものもないとはいえません。当社は、このような買付行為またはこれに類する行
為を行う者は、当社の財務および事業の方針を支配する者としては不適切であり、当社
の財務および事業の方針を支配する者は、当社を支える様々なステークホルダーとの信
頼関係を維持し、当社グループの企業価値を高め、株主共同の利益の確保・向上のた
め、中長期の視点に立ち、安定的な経営体制を堅持する者でなければならないと考えま
す。

②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みの具体的な内容の概要
　⑴　中期的な企業価値向上のための取組み

当社グループは、持続的に成長していくことに主眼をおき、2030年度を見据えた
「長期ビジョン2030」を掲げ、2027年度までの「第17次中期経営計画」の方針と
して「強固な事業基盤の確立と資本効率の向上により成長ステージへ」と定めまし
た。具体的には、「稼ぐ体質づくり」「成長分野へのリソース集中投下」「ターゲッ
ト市場の開拓」「サステナビリティ経営の推進」を掲げ、これらの方針を推進するた
め組織を刷新し、戦略的なリソース配分を実施するとともにキャッシュアロケーショ
ン・財務戦略を強化することにより、資本コストや株価を意識した経営を推進してま
いります。

　⑵　不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止す
る取組み
当社は、2007年５月30日開催の取締役会にて「当社株式の大量買付行為への対応

方針（買収防衛策）」の導入を決議し、2007年６月28日開催の第83回定時株主総
会において、株主の皆様のご承認をいただいております。
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さらに、2010年６月29日開催の第86回定時株主総会において、取締役会での検
討期間の延長期間の短縮や対抗措置の発動要件に株主の皆様のご承認を加える等の一
部の修正を行った上で、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認をいただいて
おります。
2013年６月27日開催の第89回定時株主総会において、同一の内容で株主の皆様

のご承認をいただいております。
また、2016年６月29日開催の第92回定時株主総会において、対抗措置の内容を

新株予約権の無償割当てに限定し、さらに本プランがよりわかりやすいものとなるよ
う、字句の整備、表現等の変更を行った上で、本対応方針の継続について株主の皆様
のご承認をいただいております。
そして、2019年６月27日開催の第95回定時株主総会において、一部の文言を修

正した内容で株主の皆様のご承認をいただいております。
さらに、2022年６月29日開催の第98回定時株主総会において、取締役会の恣意

的判断を排除することを明確化するため、独立委員会を新たに設置し、その勧告を最
大限尊重する仕組みとする等、プランの一部を変更した内容で株主の皆様のご承認を
いただいております。
また、2025年６月27日開催の第101回定時株主総会において、プランの文言等を

整理した内容で株主の皆様のご承認をいただいております。
本対応方針では、大量買付行為が行われようとする際に、当社取締役会は大量買付

者に対して情報の提供を求め、提供された情報を評価・検討し、取締役会としての意
見を取りまとめて開示します。また、当社取締役会は必要に応じて大量買付者と交渉
し、または株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
一方、大量買付者が大量買付ルールを遵守していない場合、または大量買付ルール

が遵守されている場合であっても、当該大量買付行為が会社に回復し難い損害をもた
らすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される大量
買付行為（東京高裁が濫用的買収として例示した４類型および高圧的２段階買収）で
あると当社取締役会が判断した場合には、例外的に新株予約権の無償割当て等、会社
法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとることがあります。なお、対抗
措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するため、当社取締役会
による検討、交渉、意見形成および代理案立案と並行して、独立委員会は対抗措置の
発動の是非に関する勧告を行うものとします。また、当社取締役会は独立委員会の勧
告を最大限尊重するものとします。

本方針の詳細に関しましては、当社ウェブサイト
（https://www.shindengen.co.jp/ir/）に掲載しております。
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（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

144,652
93,480
26,922
20,203
11,933
6,120

21,193
7,152
△45

51,171
36,406
16,515
9,409
4,579
465

2,827
2,608

623
538
84

14,141
11,454

482
1,096
1,153
△44　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ） 72,090
流 動 負 債 32,873
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 14,005
短 期 借 入 金 11,896
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 400
リ ー ス 債 務 244
未 払 法 人 税 等 435
賞 与 引 当 金 1,183
そ の 他 4,707

固 定 負 債 39,217
社 債 400
長 期 借 入 金 30,874
リ ー ス 債 務 541
繰 延 税 金 負 債 2,727
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,685
製 品 保 証 引 当 金 348
資 産 除 去 債 務 1,593
そ の 他 46
（ 純  資  産  の  部 ） 72,561

株 主 資 本 54,664
資 本 金 17,823
資 本 剰 余 金 7,722
利 益 剰 余 金 29,718
自 己 株 式 △599

その他の包括利益累計額 17,896
その他有価証券評価差額金 3,662
為 替 換 算 調 整 勘 定 5,033
退職給付に係る調整累計額 9,200

資 産 合 計 144,652 負 債 及 び 純 資 産 合 計 144,652

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(自　2025年 ４ 月 １ 日
至　2026年 ３ 月 31日)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 113,836
売 上 原 価 96,168

売 上 総 利 益 17,668
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,820

営 業 利 益 3,848
営 業 外 収 益

受 取 利 息 292
受 取 配 当 金 652
雑 収 益 841 1,786

営 業 外 費 用
支 払 利 息 548
雑 損 失 508 1,057
経 常 利 益 4,577

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,461
固 定 資 産 売 却 益 399
負 の の れ ん 発 生 益 123
関 係 会 社 清 算 益 121 3,106

特 別 損 失
特 別 退 職 金 689
固 定 資 産 売 却 損 266 955

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,727
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,197
法 人 税 等 調 整 額 △124 1,072
当 期 純 利 益 5,655
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5,655

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(自　2025年 ４ 月 １ 日
至　2026年 ３ 月 31日)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 17,823 7,729 24,733 △80 50,205

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △670 △670
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 5,655 5,655

自 己 株 式 の 取 得 △535 △535

自 己 株 式 の 処 分 △6 16 9
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － △6 4,984 △518 4,459

当 期 末 残 高 17,823 7,722 29,718 △599 54,664

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 4,098 5,072 6,767 15,938 66,144

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △670
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 5,655

自 己 株 式 の 取 得 △535

自 己 株 式 の 処 分 9
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △435 △38 2,432 1,958 1,958

当 期 変 動 額 合 計 △435 △38 2,432 1,958 6,417

当 期 末 残 高 3,662 5,033 9,200 17,896 72,561

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
製 品
半 製 品
材 料
仕 掛 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 入 金
未 収 消 費 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

111,053
65,265
9,148
2,003

21,878
7,097
1,114
8,609
309
126

3,272
7,309
4,310

89
△4

45,787
13,465
9,950
462

1,006
0

776
880
87

300
501
18

420
62

31,821
9,733

12,332
0

1,693
7,556

48
16

485
△45　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ） 70,585
流 動 負 債 29,183
電 子 記 録 債 務 1,460
買 掛 金 9,144
短 期 借 入 金 11,896
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 400
未 払 金 1,823
未 払 法 人 税 等 232
未 払 費 用 293
預 り 金 3,084
賞 与 引 当 金 580
リ ー ス 債 務 47
そ の 他 219

固 定 負 債 41,402
社 債 400
長 期 借 入 金 30,874
リ ー ス 債 務 49
繰 延 税 金 負 債 1,364
退 職 給 付 引 当 金 7,471
製 品 保 証 引 当 金 348
資 産 除 去 債 務 892
（ 純  資  産  の  部 ） 40,467

株 主 資 本 36,807
資 本 金 17,823
資 本 剰 余 金 7,722
資 本 準 備 金 6,031
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,690

利 益 剰 余 金 11,861
そ の 他 利 益 剰 余 金 11,861
繰 越 利 益 剰 余 金 11,861

自 己 株 式 △599
評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,660
その他有価証券評価差額金 3,660

資 産 合 計 111,053 負 債 及 び 純 資 産 合 計 111,053

貸　借　対　照　表

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(自　2025年 ４ 月 １ 日
至　2026年 ３ 月 31日)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 94,186
売 上 原 価 85,933
売 上 総 利 益 8,253

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,576
営 業 損 失 323

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,108
雑 収 益 1,798 4,906

営 業 外 費 用
支 払 利 息 560
雑 損 失 366 927
経 常 利 益 3,656

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,461
関 係 会 社 清 算 益 534
固 定 資 産 売 却 益 399 3,395

特 別 損 失
特 別 退 職 金 609
固 定 資 産 売 却 損 266 875
税 引 前 当 期 純 利 益 6,175
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 299
法 人 税 等 調 整 額 271 571
当 期 純 利 益 5,604

損　益　計　算　書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(自　2025年 ４ 月 １ 日
至　2026年 ３ 月 31日)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 17,823 6,031 1,697 7,729 6,927 6,927 △80 32,399

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △670 △670 △670

当 期 純 利 益 5,604 5,604 5,604

自 己 株 式 の 取 得 △535 △535

自 己 株 式 の 処 分 △6 △6 16 9
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － △6 △6 4,933 4,933 △518 4,408

当 期 末 残 高 17,823 6,031 1,690 7,722 11,861 11,861 △599 36,807

評 価 ・ 換 算
差 額 等 純 資 産

合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 4,097 36,496

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △670

当 期 純 利 益 5,604

自 己 株 式 の 取 得 △535

自 己 株 式 の 処 分 9
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △436 △436

当 期 変 動 額 合 計 △436 3,971

当 期 末 残 高 3,660 40,467

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 44 －



2026/05/27 11:53:02 / 25299438_新電元工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 腰 原 茂 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 　 拓

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

新 電 元 工 業 株 式 会 社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所

監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、新電元工業株式会社の２０２５年４月１日から２０２６年３
月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新電
元工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 腰 原 茂 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 　 拓

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

新 電 元 工 業 株 式 会 社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、新電元工業株式会社の２０２５年４月１
日から２０２６年３月３１日までの第１０３期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書謄本
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第103期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見と
して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、往査あるいはインターネ
ット等を経由した手段も活用しながら、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要
なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制につい
ては、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組
みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加え
ました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会
社計算規則第131条各号に掲げる事項)を｢監査に関する品質管理基準｣(企業会計審議会)等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検
討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしまし
た。

監査役会の監査報告書謄本
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施
行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の
利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと
認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日

新電元工業株式会社　監査役会
常 勤 監 査 役 森 田 俊 英
監 査 役 二 瓶 晴 郷󠄁
監 査 役 伊 藤 章 子

　（注）監査役二瓶晴郷󠄁及び監査役伊藤章子は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社
外監査役であります。

以　上
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会　場 当社　朝霞事業所

埼玉県朝霞市幸町３丁目14番１号

ユニバーサルデザイン（UD）の
考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。

交　通
【朝霞駅東口発】西武バス 朝31 新電元工業（バス停） 徒歩１分…………………
【朝霞駅南口発】西武バス 泉32 幸町三丁目交差点（バス停） 徒歩５分………
※お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
※�株主総会終了後は朝霞駅までの送迎バスを運行いたします。発車時刻は株主総会終了後にご案内いたします。

・当日、車いすでご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けています。
　�ご要望に応じて、お席やお手洗いへの誘導をお手伝いさせていただきますので、運営スタッフまでお申し出ください。
・�介助または手話通訳が必要な株主様に限り、介助者、手話通訳者および介助犬の同席は可能ですので、同席をご希

望の場合は、当日受付にてお申し出ください。（会場内では介助者または手話通訳者としての言動に制限されます。）

■�開催場所が前年と異なります
ので、お間違いのないようお
願い申しあげます。


